
★健診結果でリスクの把握を！
　生活習慣病の怖さは、自覚症状がほとんどないこと
です。リスクをそのまま放置していると、動脈硬化が
進行したり、心臓病や脳卒中を発症する危険性が高まっ
てきます。健診で自分の健康状態を知り、身体の変化
に気づくことはとても大切なことです。年一回は必ず
健診を受けましょう。

★健診結果を生活改善に活かしましょう！
　市では、生活習慣を見直すサポートを実施していま
す。生活習慣病の発症リスクのある特定保健指導の対
象となった場合は、専門家による支援で生活習慣病の
発症予防に努めましょう。
　また、自分自身や家族のために、若い頃から、自分
に合った健康づくりに取り組みましょう。

生活習慣病・がんの予防対策は
一年に一回の定期的な健診受診から

　国民健康保険加入者の特定健診や医療費情報を分析した結果に基づき、効果的 �効率的な保健事業を実
施するため、「国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）｣ を策定しました。

【データヘルス計画の目的】
　一人ひとりが、各自の健康課題を正しく理解し、主体的に生活習慣の見直しや健康づくりに取り組むことで、健康で
いきいきと暮らせるよう、生活習慣病の発症及び重症化予防により健康寿命の延伸をめざします。

★「要精検」は必ず受診を！
　治療が必要な段階になった方は、必ず医療機関で受診し、重症化予防に努めましょう。
　また、市においても、糖尿病の重症化予防に向けた保健事業等を積極的に展開していきます。
※本計画の詳細は、市ホームページでご覧ください。 問い合わせ
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若いから
大丈夫！との
油断は禁物です

0

200

400

600

800

1000

1200

循環器系の疾患
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新生物 内分泌、栄養
および代謝疾患
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高血圧
狭心症
脳内出血
脳梗塞
動脈硬化
　　　　など

胃がん
大腸がん
白血病
　　　　など

糖尿病
脂質異常症
　　　　など
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市民協働事業

① 高齢者に対する交通事故防
止対策の推進

　夜間の歩行中の事故が多く発生
しています。外出時は、反射材を
着用しましょう。
②自転車の安全利用の促進
　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止。

　夜間はライトを点灯しましょう。
　６月１日から悪質な自転車運転
者に対する安全講習が義務化され
ました。
③ 全席シートベルトとチャイル

ドシート着用の徹底
　シートベルトを着用していれば、

死亡事故が防げる可能性が高くな
ります。
④ 飲酒運転・過労運転の根絶
　飲酒運転は犯罪です。社会全
体で飲酒運転を根絶しましょう。

夏の交通安全県民
運動について

７月１５日（水）から７月２４日（金）まで高齢者と子供の交通
事故防止を運動の基本とした夏の交通安全県民運動が実施
されます。

～データヘルスであなたの健康づくりを応援します～
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生活環境課　生活交通係
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